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番 

号 

件 
 

 
 

 
 

 

名 

発
行
日 

発 

行 

番 

号 

ペ
□
ジ 

 
条

例

 

三
九 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

二
三 

号
外
一
〇
二 

四 

四
〇 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る 

 
 

 

 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

〃 

〃 

二
四 

四
一 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供 

 
 

 

 

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

〃 

〃 

〃 

四
二 

千
葉
県
議
会
議
員
及
び
千
葉
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運 
 

 
 

 

動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を 

 
 

 

 

改
正
す
る
条
例 

〃 

〃 

二
五 

四
三 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

〃 

〃 

〃 

四
四 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の 

 
 

 

 

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定 

 
 

 

 

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
〃 

〃 

二
六 

四
五 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条 

 
 

 

 

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

〃 

〃 

二
七 

四
六 

千
葉
県
千
葉
リ
ハ
ビ
リ
テ
□
シ
□
ン
セ
ン
タ
□
設
置
管
理
条
例 

 
 

 

 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

〃 

〃 

二
九 

四
七 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

〃 

〃 

三
〇 

四
八 

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措 

 
 

 

 

置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

〃 

〃 

〃 

四
九 

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に 

 
 

 

 

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

〃 

〃 

三
二 

五
〇 

千
葉
県
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

〃 

〃 

〃 

規

則

 

七
五 

千
葉
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

九 

号
外
一
〇
一 

一 

七
六 

千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

 
 

 

 

則 

〃 

〃 

〃 
  

 
 

 

  
 

 
 

七
七 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

〃 

〃 

二 

七
八 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供 

 
 

 

 

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二
三 

号
外
一
〇
三 

一 

七
九 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の 

 
 

 

 

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定 

 
 

 

 

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

 

る
規
則 

〃 

〃 

二 

八
〇 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

〃 

〃 

三 

教

育

委

員

会

規

則 
 

一
四 

学
校
職
員
の
宿
日
直
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改 

 
 

 

 

正
す
る
規
則 

二
三 

号
外
一
〇
三 

三 

人

事

委

員

会

規

則 
 

二
九 

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則 

二
三 

号
外
一
〇
三 

三 

三
〇 

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則 

〃 

〃 

〃 

三
一 

職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

 
 

 

 

則 

〃 

〃 

四 

三
二 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正 

 
 

 

 

す
る
規
則 

〃 

〃 

〃 

三
三 

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

 

 

規
則 

〃 

〃 

〃 

三
四 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改 

 
 

 

 

正
す
る
規
則 

〃 

〃 

五 
三
五 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を 

 
 

 

 
改
正
す
る
規
則 

〃 

〃 

〃 

三
六 
時
間
外
勤
務
手
当
等
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
の
算
出 

 
 

 

 

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

〃 

〃 

八 

三
七 

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
第
三
条
及
び
職
員
の
高 

 
 

 

 

齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で 

 
 

 

 

定
め
る
手
当
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

〃 

〃 

〃 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

七

年

十

二

月

分

目

録 

定
例 

第
一
四
〇
九
八
号
か
ら
第
一
四
一
〇
五
号
ま
で 

号
外 

第
一
〇
〇
号
か
ら
第
一
〇
四
号
ま
で 



 
 

 

二 
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公

安

委

員

会

規

則

 

一
二 

千
葉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
二 

一
四
一
〇
一 

一 

企

業

局

管

理

規

程 
 

八 

千
葉
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

九 

号
外
一
〇
一 

二 

九 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

二
三 

号
外
一
〇
三 

八 
病

院

局

管

理

規

程 
 

一
〇 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

九 

号
外
一
〇
一 

二 

一
一 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を 

 
 

 

 

改
正
す
る
管
理
規
程 

二
三 

号
外
一
〇
三 

一
四 

告

示 
 

五
九
六 

保
安
林
の
皆
伐
面
積
の
限
度 

一 

号
外
一
〇
〇 

一 

五
九
七 

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
シ
ル 

 
 

 

 

バ
□
人
材
セ
ン
タ
□
連
合
の
業
務
拡
大
に
係
る
業
種
及
び
職
種 

 
 

 

 

の
指
定 

五 

一
四
〇
九
九 

一 

五
九
八 

刺
し
網
漁
業
の
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請 

 
 

 

 

す
べ
き
期
間 

〃 

〃 

〃 

五
九
九 

道
路
区
域
の
変
更 
〃 

〃 

二 

六
〇
〇 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 
〃 

〃 

〃 

六
〇
一 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

〃 

〃 

六 

六
〇
二 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更 

九 

一
四
一
〇
〇 

一 

六
〇
三 

道
路
法
及
び
道
路
法
施
行
令
に
基
づ
く
道
路
区
域
の
変
更 

〃 

〃 

〃 

六
〇
四 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定 

一
二 

一
四
一
〇
一 

四 

六
〇
五 

漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約 

 
 

 

 

の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
の
認
定 

一
六 

一
四
一
〇
二 
一 

六
〇
六 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 

〃 

〃 

〃 

六
〇
七 

道
路
区
域
の
変
更 

〃 

〃 

〃 

六
〇
八 

道
路
の
供
用
開
始 

〃 

〃 

〃 

六
〇
九 

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定 

一
九 

一
四
一
〇
三 

一 

六
一
〇 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 

〃 

〃 

〃 

六
一
一 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更 

〃 

〃 

〃 

六
一
二  

 
 

〃 

〃 

〃 

〃 

六
一
三 

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証 

二
六 

一
四
一
〇
五 

一 
  

 
 

 

  
 

 
 

六
一
四  

 
 

〃 

〃 

〃 

〃 

六
一
五  

 
 

〃 

〃 

〃 

〃 

六
一
六 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

二
六 

号
外
一
〇
四 

一 

六
一
七  

 
 

〃 

〃 

〃 

五 

六
一
八  
 

 

〃 

〃 

〃 

六 

六
一
九  

 
 

〃 

〃 

〃 

九 

六
二
〇 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

〃 

〃 

一
〇 

六
二
一  

 
 

〃 

〃 

〃 

一
五 

六
二
二  

 
 

〃 

〃 

〃 

〃 

六
二
三  

 
 

〃 

〃 

〃 

一
九 

選

挙

管

理

委

員

会

告

示 
 

四
九 

公
職
選
挙
法
令
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

二
六 

号
外
一
〇
四 

二
〇 

五
〇 

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し 

 
 

 

 

の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

〃 

〃 

〃 

五
一 

政
党
助
成
法
に
基
づ
く
支
部
報
告
書
□
支
部
総
括
文
書
又
は
監 

 
 

 

 

査
意
見
書
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

〃 

〃 

二
一 

五
二 

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る 

 
 

 

 

少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正 

 
 

 

 

す
る
告
示 

〃 

〃 

二
三 

公

安

委

員

会

告

示 
 

三
八 

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

 
 

 

 

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
の
変
更 

一
六 

一
四
一
〇
二 

二 

三
九 

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

 
 

 

 

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
の
変
更 

〃 

〃 

〃 

四
〇 

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

 
 

 

 

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
の
変
更 

一
九 

一
四
一
〇
三 

二 

四
一 

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施 

二
三 

一
四
一
〇
四 

一 
四
二  

 
 

〃 

〃 

〃 

二 

訓

令 
 

一
六 

職
員
の
宿
日
直
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

 

る
訓
令 

二
三 

号
外
一
〇
三 

三
一 

一
七 

船
員
の
給
料
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

〃 

〃 

〃 
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教

育

委

員

会

訓

令 
 

四 

職
員
の
宿
日
直
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

 
る
訓
令 

二
三 

号
外
一
〇
三 

三
四 

五 

県
立
学
校
に
勤
務
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
の
給
与 

 
 

 

 

等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

〃 

〃 

〃 

公

告 
 

 

建
設
業
法
に
基
づ
く
処
分 

五 

一
四
〇
九
九 

一
〇 

 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

〃 

〃 

〃 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

〃 

〃 

〃 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

〃 

〃 

〃 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

九 

一
四
一
〇
〇 

二 

 

土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定
及
び
関 
 

 
 

 

係
書
類
の
縦
覧 

〃 

〃 

〃 

 

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
補
欠
選
挙
に
係
る
選
挙
人
名
簿 

 
 

 

 

の
縦
覧 

一
二 

一
四
一
〇
一 

四 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□ 

 
 

 

 

都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に 

 
 

 

 

関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 
〃 

〃 

五 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並 

 
 

 

 

び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会 

 
 

 

 

の
開
催 

〃 
〃 

〃 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□ 

 
 

 

 

都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に 

 
 

 

 

関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
□
二
件
□ 

〃 

〃 

六 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並 

 
 

 

 

び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会 

 
 

 

 

の
開
催
□
三
件
□ 

〃 

〃 

七 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□ 

 
 

 

 

都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に 

 
 

 

 

関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
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